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議会運営委員会 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日 （ 金 ）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○南委員長  おはようございます。足元の悪い中、御参集をいただきありがとう

ございました。 

 それでは、ただいまより議会運営委員会を開催させていただきます。 

 本日の議運は、臨時議会に関わる議運ということでお願いをいたします。 

 まず初めに市長より御挨拶をいただきます。 

○加藤市長  おはようございます。 

 委員の皆様には、令和８年第２回臨時会のための議会運営委員会を開催していた

だきまして誠にありがとうございます。 

 本臨時会に上程いたします議案につきましては、議案第３４号「令和８年度尾鷲

市一般会計補正予算（第２号）の議決について」の１議案と、報告第３号「専決処

分事項の承認について（尾鷲市市税条例の一部改正）」から報告第７号「専決処分

事項の承認について（令和７年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６

号））」までの、条例の一部改正関連が３件、そして予算関連２件の専決処分の報

告が計５件であります。 

 これら提出議案の詳細につきましては総務人事課長より説明いたさせますので、

よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 それでは、早速ですが、提出議案の説明をお願いいたします。 

○森本総務人事課長  総務人事課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和８年第２回尾鷲市議会臨時会への提出議案について御説明いたし

ます。 

 議案書のほうの１ページのほうを御覧ください。 

 議案第３４号「令和８年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決について」

について説明いたします。 

 令和８年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）及び予算説明書の１ページのほう

を御覧ください。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、既定の歳入歳出予
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算の総額に歳入歳出それぞれ１２０万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１２８億２,７８４万９,０００円とするものであります。 

 次に、８ページ、９ページを御覧ください。歳入であります。 

 １８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金１２０万円の増額は、

今回の補正財源として繰り入れるものであります。 

 続きまして、１０ページ、１１ページを御覧ください。歳出であります。 

 ９款教育費、１項教育総務費、３目奨学資金貸付金１２０万円の増額は、本年度

の貸与者が当初の見込みを上回ったことによるものであります。 

 補正予算の説明は以上であります。 

 次に、報告案件について説明いたします。 

 報告第３号「専決処分事項の承認について（尾鷲市市税条例の一部改正）」から

報告第７号「専決処分事項の承認について（令和７年度尾鷲市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第６号））」までの５件につきましては、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求めるものであります。 

 議案書の２ページのほうを御覧ください。 

 報告第３号「専決処分事項の承認について（尾鷲市市税条例の一部改正）」につ

きましては、地方税法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、軽自動車税

の環境性能割の廃止や、固定資産税の免税点の引上げなどを行うため、条例の一部

を改正するものであります。 

 １３ページを御覧ください。 

 報告第４号「専決処分事項の承認について（尾鷲市都市計画税条例の一部改正）」

につきましては、地方税法の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、

条項の整理などを行うための条例の一部を改正したものであります。 

 次に、１７ページを御覧ください。 

 報告第５号「専決処分事項の承認について（尾鷲市国民健康保険税条例の一部改

正）」につきましては、地方税法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、

国民健康保険税額の軽減判定に用いる金額の改正による軽減対象の拡大、及び令和

８年４月１日より賦課徴収が開始される子ども・子育て支援納付金分に係る賦課限

度額が新設されたため、条例の一部を改正したものであります。 

 次に、報告第６号「専決処分事項の承認について（令和７年度尾鷲市一般会計補

正予算（第１４号））」について説明いたします。 
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 補正予算書の１ページのほうをお願いいたします。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ７,６４６万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１４３億４,６９４万８,０００円とするものであります。 

 １０ページ、１１ページのほうをお願いいたします。歳入であります。 

 ２款地方譲与税から、１２ページ、１３ページの１１款交通安全対策特別交付金

までは、それぞれ交付額の確定によるもので、主なものといたしましては、５款株

式等譲渡所得割交付金が２,１６４万６,０００円、６款法人事業税交付金が１,１

１７万５,０００円、次に、めくっていただきまして、１２ページ、１３ページの

ほうで、７款地方消費税交付金が５,４２４万８,０００円のそれぞれの増額、また、

１０款地方交付税は特別交付税の額の確定により１,７８２万６,０００円の増額で

あります。 

 次に、１７款寄附金につきましては、ふるさと応援基金の歳入見込みに伴い、３,

９９５万４,０００円を減額するものであります。 

 続きまして、１４ページ、１５ページを御覧ください。歳出であります。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１,４２１万９,０００円の増額は、

職員１名の退職に伴う退職手当の増額であります。 

 次に、３目財産管理費６,２２４万７,０００円の増額は、今回の補正に伴う財政

調整基金積立金８,８３３万６,０００円の増額、ふるさと応援寄附金の減額見込み

に伴うふるさと応援基金積立金２,３９７万２,０００円の減額、及び森林環境譲与

税の減額に伴う森林環境譲与税基金積立金２１１万７,０００円の減額であります。 

 次に、報告第７号の「専決処分事項の承認について（令和７年度尾鷲市国民健康

保険事業特別会計補正予算（第６号））」について説明いたします。 

 補正予算書の１９ページのほうをお願いいたします。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２

１億６,５９０万１,０００円とするものであります。 

 ２６ページ、２７ページを御覧ください。歳入であります。 

 ２款県支出金、１項県負担金、１目保険給付費等交付金２５万円の増額は、健診

委託に対する特別交付金の増額であります。 

 次に、４款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金３５万円の増額は、

今回の補正財源として繰り入れるものであります。 



－４－ 

 続きまして、２８ページ、２９ページを御覧ください。歳出であります。 

 ５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費６０万

円の増額は、特定健診の受診者が見込みを上回ったことにより、こちらに伴う健診

委託料の増額であります。 

 以上、報告５件の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して質疑等がございましたら御発言をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  質疑ないようでございますので、次に、会期及び議事日程（案）に

ついて、事務局より説明をお願いいたします。 

○高芝議会事務局長  それでは、会期及び議事日程（案）について説明させてい

ただきます。 

 会期は、４月１３日月曜日、１日の予定でございます。会議は午前１０時開会と

させていただいております。 

 次に、審議の内容でございますが、会議録署名議員の指名、会期決定の後、議案

上程、提案説明、質疑、委員会付託、これは、先ほど執行部より説明がございまし

た議案第３４号「令和８年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決について」

でございます。 

 委員会付託の後、本会議を暫時休憩の上、行政常任委員会を開催し、付託議案の

審査を行っていただきます。 

 委員会終了後、本会議を再開し、付託議案の委員会における審査結果等の委員長

報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決を行っていただきます。 

 次に、報告、質疑、討論、採決、これは、報告第３号「専決処分事項の承認につ

いて（尾鷲市市税条例の一部改正）」から報告第７号「専決処分事項の承認につい

て（令和７年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６号））」までの報

告５件についてでございます。 

 なお、議案質疑発言通告書及び討論発言通告書の提出期限につきましては、本日

午後５時までとさせていただいております。 

 また、ただいま議案付託表（案）のほうを通知させていただきましたので、御確

認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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 説明は以上でございます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 特に御質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、それでは、次に、本臨時会に係る説明員の出席

について、説明をお願いいたします。 

○森本総務人事課長  本会議の説明員の出席につきましては、市長、副市長、教

育長、市長公室長、財政課長、税務課長、市民サービス課長、教育総務課長、私、

総務人事課長、以上を予定させていただいております。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 他に何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  なければ議会運営委員会を閉じます。ありがとうございました。 

（午前１０時１２分 閉会） 


